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資料１  高石市防災会議条例 

                                                                                 

１．高石市防災会議条例 

                                                                 昭和38年６月19日 

                                                                 条 例 第 1 5 号 

最近改正  平成18年3月28日条例第1号 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第 223号。以下「法律」という。）第16条第

 ６項の規定に基づき、高石市防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定め

 ることを目的とする。 

 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

 (1) 高石市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2) 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。 

(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務。 

 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員30人以内をもつて組織する。 

２ 会長は、市長をもつて充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

 (1) 指定地方行政機関の職員 
 (2) 本市の区域を警備区域とする陸上自衛隊の部隊の長 

(3) 大阪府の知事の部内の職員 

(4) 大阪府警察の警察官 

(5) 本市の職員 

(6) 教育長 

(7) 消防長及び消防団長 

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員 
(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

６ 委員（前項第６号及び第7号の委員を除く。）の任期は、２年とする。 
７ 前項の委員は、再任されることができる。 

 

（専門委員） 

第４条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、大阪府の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、

 関係指定地方公共機関の職員、及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

 

（部会） 

第５条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 
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３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから、部会長があらかじめ指名する者が

 その職務を代理する。 

 

（議事等） 

第６条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し、必要な事項は、

 会長が防災会議にはかって定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（他の条例の廃止） 

２ 高石町水害対策委員会設置条例（昭和33年高石町条例第５号）は、この条例施行の日から廃止

 する。 

   附 則（平成12年3月16日条例第9号）抄 

１ この条例は、平成18年4月1日から施行する。 
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資料２  高石市防災会議委員名簿 

                                                                              
                        高石市防災会議委員名簿 
                                                            （平成１８年４月１日現在） 

委員名 職    名 住        所 電   話 

会  長  高石市長  高石市加茂４丁目１－１    072－265－1001 

大阪農政事務所 
地域第二課長  高石市羽衣５丁目１３－１４    072－264－6060 

 堺海上保安署長   堺市西区石津西町２０     072－244－4999    １号委員 

 近畿地方整備局 
 南大阪維持出張所長  泉大津市我孫子町９９－６    0725－23－1051 

 ２号委員  陸上自衛隊第三十七
普通科連隊長  和泉市伯太町官有地    0725－41－0090 

鳳土木事務所 
地域防災監 堺市西区鳳東町４丁３９０－１   072－273－0123 

 鳳土木事務所長       〃       〃 

 堺泉北港湾事務所長  堺市堺区塩浜町１    072－238－5241 

３号委員 

 和泉保健所長  和泉市府中町６－１２－３    0725－41－1342 

 ４号委員 
 高石警察署長  高石市羽衣４丁目２－２３    072－265－1234 

 高石市助役  高石市加茂４丁目１－１    072－265－1001 

 高石市収入役       〃         〃 

 政策推進部長      〃         〃 

 総務部長      〃         〃 

 保健福祉部長      〃         〃 

 土木部長      〃         〃 

 教育部長      〃         〃 

 ５号委員 
  

 議会事務局長      〃       〃 

 ６号委員  高石市教育長      〃      〃 

 ７号委員  堺市高石市消防組合 
消防長  堺市堺区大浜南町３丁２－５   072－238－0119 

  高石市消防団長  高石市西取石１丁目２７－２３   072－266－0119 
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委員名 職    名 住        所 電   話 

 西日本旅客鉄道㈱ 
鳳駅首席助役  堺市西区鳳東町１丁１２５    072－271－0031 

 西日本電信電話㈱ 
大阪支店災害対策室長  大阪市北区堂島３丁目１－２    06－4795－3355 

浜寺郵便局長 高石市羽衣２－３－２０    072－261－0400 

阪神高速道路㈱ 
大阪管理部長 大阪市港区石田３丁目－１－２５    06－6576－3881 

大阪瓦斯㈱ 
南部地区保安統括 堺市堺区住吉橋町２丁２－１９   072－238－2372 

関西電力㈱ 
南大阪営業所長  堺市堺区熊野町東２丁２－２０   072－238－8681 

光明池土地改良区 
理事長  和泉市王子町１０２０－２    0725－41－0214 

 ８号委員 
 

 南海電気鉄道㈱ 
泉大津駅長  泉大津市旭町１９－１   0725－32－0209 

 高石市医師会長  高石市羽衣４丁目４－２６    072－265－5188 

 ９号委員 
 高石市連合自治会長  高石市加茂４丁目１－１    072－265－1001 
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    資料３  高石市防災会議運営要綱 

                                                                              

高石市防災会議運営要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、高石市防災会議条例（昭和38年高石町条例第15号）第６条の規定に基づき、

 高石市防災会議（以下「会議」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（会議） 

第２条 会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとことによる。 

 

（専決処分） 

第３条 会長は、緊急を要し会議を招集するいとまがないと認めるとき、又はやむを得ない事情に

 より会議を開くことができないときは、会議が処理すべき事項を専決処分することができる。 

２ 会長は、会議が処理すべき事項のうち軽易な事項を専決処分することができる。 

３ 会長は、前２項の規定により専決処分をしたときは、次の会議に報告し、その承認を求めなけ

 ればならない。 

 

（庶務） 

第４条 会議の庶務は、高石市総務部環境保全課が行う。 

 

（補則） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、そのつど会長が定める。 

 

 附 則 

この要綱は、昭和58年３月１日から施行する。 
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    資料４  高石市災害対策本部条例 

                                                                              

高石市災害対策本部条例 

                                                                昭和38年10月14日 

                                                                条 例 第 ２０ 号 

（趣 旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第 223号）第23条第７項の規定に基づき、高

 石市の災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（職務権限） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときはその職務

 を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け災害対策本部の事務に従事する。 

 

（ 部 ） 

第３条 災害対策本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

２ 部に部長及び部員を置き、それぞれ災害対策本部員のうちから災害対策本部長が指名する。 

３ 部長は、部の事務を掌理する。 

 

（補 則） 

第４条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は災害対策本部長が定める。 

 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 



資料５ 高石市災害対策本部事務分掌 
 
 

組織名 事 務 分 掌 
 
 
災 
害 
対 
策 
本 
部 

1.情報の収集分析、伝達に関すること 
2.職員の配備体制に関すること 
3.自衛隊等関係機関に対する応援の要請に関すること 
4.市民の避難誘導の決定に関すること 
5.地区防災拠点の開設に関すること 
6.避難所の開設に関すること 
7.府が現地災害対策本部を設置した場合、その連絡に関する
こと 

8.災害救助法の適用申請に関すること 
9.その他災害に関する重要事項に関すること 

 
 
部 名 
「部長」 

班 名 
【班長】 

担当課 事 務 分 掌 

 各班共通  1.各班の災害応急対策マニュアル（職員の配置を含
む）の作成に関すること 

2.各班の事務に関する情報収集、調査及び災害対策
本部（以下「本部」という。）への報告に関する
こと 

3.各所管に係る施設等の被害調査と応急措置に関
すること 

4.特命の事項に関すること 
総務部・本部事
務局 

本部班 
【環境保全課長】 

環境保全課 1.本部会議の事務に関すること 
2.職員の非常招集に関すること 
3.気象情報の受報収集及び伝達、その他の通信情報
に関すること 

4.防災関係機関との連絡調整及び各種報告に関す
ること 

5.災害の記録に関すること 
6.災害応急対策状況及び被害状況全般に関するこ 
 と 
7.防災行政無線移動系の運用に関すること 
8.災害発生時における公害対策全般に関すること 
9.各班との連絡調整に関すること 

庶務班 
【庶務課長】 

庶務課 
 

1.公用車の集中管理に関すること 
2.災害時における通信の確保に関すること 
3.災害状況の集計等に関すること 
4.物品購入等契約に関すること 
5.災害対策諸物資の調達管理及び配備に関するこ 
 と 

人事班 
【人事課長】 

人事課 
 

1.職員の参集状況の把握に関すること 
2.職員の給食、給水に関すること 
3.職員の給与に関すること 

市民班 
【市民課長】 

市民課 
管財課 
人権推進課

1.避難所の開設に関すること 
2.避難所における物資の整備に関すること 
3.避難所駐在員に対する連絡に関すること 
4.避難状況の報告に関すること 
5.収容保護及び避難所の管理に関すること 
6.災害時の遺体の処理及び火葬に関すること 

総務部 
「総務部長」 

環境衛生班 
【環境保全課長】 

環境保全課
環境衛生係

1.ゴミ・し尿及び死獣等の処理に関すること 
2.防疫に関すること 

政策推進部 
「政策推進部
長」 
 
 
 

広報班 
【秘書課長】 

秘書課 1.市民に対する災害広報に関すること 
2.報道機関との連絡に関すること 
3.災害状況の記録、写真等に関すること 
4.避難勧告・指示の伝達等緊急広報に関すること 
5.市民からの広聴に関すること 
6.自治会等への協力要請に関すること 
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企画財政班 
【企画財政課長】 

企画財政課 1.災害復旧計画の企画に関すること 
2.災害に関する予算措置に関すること 
3.市の災害復旧資金計画及び資金の調達に関する
こと 

調査班 
【税務課長】 

税務課 1.人及び住家等の被害調査の実施計画の作成及び
実施調査に関すること 

2.市税減免の救済措置と被害程度の決定に関する
こと 

3.り災証明の発行に関すること 

政策推進部 
「政策推進部
長」 

経済班 
【経済課長】 

経済課 1.農業、水産業関係の被害調査に関すること 
2.農業、水産業関係の災害復旧に関する指導援助に
関すること 

3.商工業関係の被害調査に関すること 
4.商工業者の災害復旧に関する指導援助に関する
こと 

5.ため池の警戒に関すること 
6.光明池土地改良区との連絡調整に関すること 
7.港湾施設の被害調査に関すること 

社会福祉班 
【社会福祉課長】 

社会福祉課
介護保険課
健康保険課

1.避難者に対する応急食糧に関すること 
2.災害応急物資、救援物資等の調達供給に関するこ
と 

3.義援金品、災害見舞金、災害弔慰金、災害援護資
金その他救援資金に関すること 

4.一般見舞金の受付に関すること 
5.炊き出しに関すること 
6.社会福祉団体との調整に関すること 
7.災害時のボランティアに関すること 

高齢・障害福祉班 
【高齢・障害福祉
課長】 
 

高齢・障害
福祉課 
 

1.独居高齢者、障害者の救出救護に関すること 
2.障害者福祉センター・老人福祉センターとの連
絡、応急措置及び施設利用者の避難その他安全確
保に関すること 

3. 障害者福祉センター・老人福祉センターの開閉
館に関すること 

子育て支援班 
【子育て支援課
長】 

子育て支援
課 
 

1.保育所・知的障害児通園施設の避難及び応急措置
等の安全確保に関すること 

2.保育所・知的障害児通園施設の開閉園に関するこ
と 

3.炊き出しに関すること 

保健福祉部 
「保健福祉部
長」 

保健医療班 
【保健医療課長】 

保健医療課 1.医療品、その他衛生資器材の確保に関すること 
2.収容病院の指定、医師会、医療機関、保健所等へ
の連絡に関すること 

3.応急医療に関すること 
4.高石市エイフボランタリーネットワークとの連
絡調整に関すること 

5.伝染病の予防に関すること 

都市計画班 
【都市計画課長】 

都市計画課
 

1.駅周辺整備地域の被害調査及び応急措置に関す
ること 

2.市街地再開発事業区域の巡回及び被害調査並び
に応急復旧に関すること 

連立班【連続立体
交差推進課長】 

連続立体交
差推進課 

1.関係機関との連絡調整に関すること 
2.他班の応援に関すること 

土木部 
「土木部長」 
 
 
 
 
 
 
 
 

建築住宅班 
【建築住宅課長】 

建築住宅課 1.市有建物の被害調査に関すること 
2.応急仮設住宅の建設に関すること 
3.住宅相談に関すること 
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土木公園班 
【土木公園課長】 

土木公園課 1.浸水の応急対策に関すること 
2.土木関係資機材の調達に関すること 
3.水防活動に関すること 
4.土木施設、水路、河川等の応急修理及び復旧に関
すること 

5.障害物の除去に関すること 
6.道路、河川、水路等の被害調査に関すること 
7.公園及び公園施設の被害調査並びに応急対策に
関すること 

下水道班 
【下水道課長】 

下水道課 1.下水道施設等の応急修理及び復旧に関すること 
2.障害物の除去に関すること 
3.下水道施設等の被害調査に関すること 

 
土木部 
「土木部長」 

水道班 
【水道課長】 

水道課 1.水道施設の巡回点検及び応急復旧に関すること 
2.災害時における配水場施設の緊急措置及び事故
対策に関すること 

3.災害時における水質管理に関すること 
4.水道関係資機材の調査調達に関すること 
5.各受水団体への被害状況連絡に関すること 
6.給水等の広報に関すること 
7.応急給水に関すること 
8.給水管の応急復旧及び市給水工事公認業者への
応急復旧応援招集に関すること 

9.水道施設及び給水設備の被害調査に関すること 

教育総務班 
【教育総務課長】 

教育総務課
教育指導課
生涯学習課

1.文教施設等の被害調査、報告に関すること 
2.炊き出しに関すること 
3.学校、幼稚園との連絡に関すること 
4.児童等の避難及び安全確保に関すること 
5.学校、幼稚園の開校園及び閉校園に関すること 
6.り災小中学生に関する学用品の調達及び支給に
関すること 

教育部 
「教育部長」 

市民文化会館班 
【市民文化会館長】 

市民文化会
館 
図書館 

1.各施設の被害調査と応急措置に関すること 
2.各部への応援協力に関すること 
 

議会班 
【総務課長】 

議会事務局 1.各部への応援協力に関すること 
2.市議会議員等への連絡に関すること 
 

監選班 
【選挙管理・監
査・公平委員会事
務局長】 

選挙管理・
監査・公平
委員会事務
局 

1.各部への応援協力に関すること 
2.所管事務に係る委員等への連絡に関すること 
 

予備部 
「議会事務局
長」 

会計班 
【会計課長】 

会計課 1.各部への応援協力に関すること 
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部

名 1号 2号 1号 2号 3号

5 7 8 8 8

総 開設時に派遣

1 2 6 11 16 電話交換手含む(非常配備）

2 4 6

務 1 2 3 5 7

1 2 4 8 12

1 2 3

部

4 4 4

8 13 28 42 56

1 2 4 6 10

政 1 1 2

策 1 2 2

推 2 4 6 9

進 2 12 24

部 1 2 4 8 農業委員会含む

1 5 14 31 55

1 3 6 10

2 4 9

保 2 6 16

健 2 4 7

福 1 2 7

祉 1 2 4 ７

部 1 4 17

5 19 71

2 6 14

3 20 55 158

1 4 7 10

土 1 2 3 11

1 2 4 5

木 1 2 18 18 20 水防体制は別途

6 6 6 水防体制は別途

部 1 3 6 15 17

1 6 11 24

1 3 5

2 9 45 67 98

水道班＜水道課＞

小　計

子育て支援班＜子育て支援課＞

＜松の実園＞

＜保育所＞

建築住宅班＜建築住宅課＞

保健医療班＜保健医療課＞

小　計

土木公園班＜土木公園課＞　◎

都市計画班＜都市計画課＞

＜配水場＞

＜分室＞

下水道班＜下水道課＞

資料６　配備体制別職員動員計画表

秘書班＜秘書課＞

庶務班＜庶務課＞　　　　　　◎

人事班＜人事課＞

市民班＜市民課＞　　　　　　　     

小  計

配備体制別職員動員計画表

地区防災拠点班

備    考

避難所班

 別途定める

警戒配備

本部班＜環境保全課環境防災係＞

非 常 配 備

管財班＜管財課＞

 別途定める

班　  名　

＜人権推進課＞

経済班＜経済課＞

環境衛生班＜環境保全課環境衛生係＞

小　計

社会福祉班＜社会福祉課＞　◎

＜健康保険課＞

高齢・障害福祉班＜高齢・障害福祉課

＜ふれあいゾーン複合センタ

連立班＜連続立体交差推進室＞

＜複合コミュニティセンター

＜コミュニティセンター＞

調査班＜税務課＞

企画財政班＜企画財政課＞ ◎

＜介護保険課＞
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部

名 1号 2号 1号 2号 3号

1 2 4 7

6 6 22

21

教 1 3 6 9

＜教育研究センター＞ 1 1 1

育 1 3 5 6

1 2 3

＜公民館＞ 1 2 2

部 1 2 2

4

1 1 1

3 19 29 78

予 1 2 3 4

備 1 2 5

部 1 2 2 4

2 5 7 13

11 34 131 231 458

　◎は各部の連絡責任課

※建築住宅班において、建築技師に不足が生じる時は、他課に配属された建築技師の応援を受ける

教育総務班＜教育総務課＞　◎

班　  名　

合　　　　計

非 常 配 備

＜図書館＞

＜幼稚園＞

＜小学校＞

＜体育館＞

市民文化会館班＜たかいし市民文化会館＞

＜教育指導課＞

小　計

＜郷土資料室＞

会計班＜会計課＞

議会班＜議会事務局＞

監選班＜監査公平選管＞

  ものとする。

警戒配備

＜生涯学習課＞

備    考

小　計
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    資料７ 防災関係機関一覧表 

                                                                           

             通 信 窓 口        連 絡 手 段        機   関   名 

   担 当        所 在 地    電   話   大阪府防災行政無線 

 大阪管区気象台  予 報 課  大阪市中央区大手前4-1-76   06-6949-6303   816-8930 

 近畿地方整備局 大阪国道工事事務所南大阪維持出張所  所  長  泉大津市我孫子町99-6   0725-23-1051  

 堺海上保安署  署  長  堺市西区石津西町20   072-244-1771      813-0 

 近畿農政局大阪農政事務所  推進課長  大阪市中央区大手前1-5-44   06-6943-9691   804-8901 

 浜寺郵便局  局  長  高石市羽衣2-3-20   072-261-0400  

 泉大津労働基準監督署  署  長  泉大津市池浦町1-5-4   0725-32-3888  

 陸上自衛隊第3師団  第3部防衛班  兵庫県伊丹市広畑1-1   0727-81-0021      823-0 

 国 

 関 

 係 

 陸上自衛隊第37普通科連隊  第 三 科  和泉市伯太町官有地   0725-41-0090      825-0 

 大阪府  消 防 防 災 課  大阪市中央区大手前2-1-22 (代)06-6941-0351   200-4886 

 鳳土木事務所  所  長  堺市西区鳳東町4-390-1   072-273-0123    302-301 

   〃  地域防災監     〃   072-273-0123    302-201 

 大阪府港湾局   総務部長  泉大津市なぎさ町6-1    0725-21-1411    322-104 

 和泉保健所  所  長  和泉市府中町6-12-3   0725-41-1342      622-0 

 高石警察署  警備課長  高石市羽衣4-2-23   072-265-1234  

 大阪府南部流域下水道事務所  所  長  松原市上田6-2-28   0723-34-1771      368-0 

 

 府 

 

 関 

 

 係 

 大阪府泉州農と緑の総合事務所  所  長  岸和田市野田町3-13-2   0724-39-3601    303-204 

 堺市  危機管理課  堺市堺区南瓦町3-1   072-233-1101   501-8900 

 泉大津市  危機管理室  泉大津市東雲町9-12   0725-33-1131   506-8900 

 隣 

 接 

 市  和泉市  総 務 課  和泉市府中町2-7-5   0725-41-1551   519-8900 

 消防本部  警防対策課  堺市堺区大浜南町3-2-5   072-238-0119  

 高石消防署  警 備 課  高石市西取石1-27-23   072-266-0119  

 堺消防署  警 備 課  堺市堺区市之町西1-1-27   072-228-0119  

 西消防署  警 備 課  堺市西区鳳東町4-410   072-274-0119  

 臨海消防署  警 備 課  西区浜寺諏訪森町西3-303-3   072-261-0119  

 北消防署  警 備 課  堺市北区新金岡町4-1-2   072-250-0119  

 南消防署  警 備 課  堺市南区原山台1-14-1   072-299-0119  

 中消防署  警 備 課  堺市中区深井沢町6-6   072-277-0119  

 東消防署  警 備 課  堺市東区日置荘原寺町138-5   072-286-0119  

 

 消 

 防 

 組 

 合 

 美原消防署 警 備 課  堺市美原区美原町黒山6-1  072-362-0119  

 西日本旅客鉄道（株）鳳駅  首席助役  堺市西区鳳東町1-125   072-271-0031  

 南海電気鉄道（株）泉大津駅  駅  長  泉大津市旭町19-1   0725-32-0209  

 西日本電信電話㈱大阪支店  災害対策室長  大阪市北区堂島3-1-2   06-4795-3355  

 関西電力（株）南大阪営業所  所  長  堺市堺区熊野町東2-2-20   072-238-8681  

 大阪瓦斯（株）南部事業本部  副本部長  堺市堺区住吉橋町2-2-19   072-238-2372  

 阪神高速道路（株）大阪管理部  総 務 課  大阪市港区石田3-1-25   06-6576-3881  

 日本赤十字社大阪府支部  事 業 課  大阪市中央区大手前2-1-7   06-6943-0705    220-8980 

 高石市医師会  会  長  高石市羽衣4-4-26   072-265-5188  

 光明池土地改良区  理 事 長  和泉市王子町1020-1   0725-41-0214  

 指 

 定 

 地 

 方 

 公 

 共 

 機 

 関 

 等  日本通運（株）大阪支店  総 務 課  大阪市北区梅田3-2-103   06-6451-0987  
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 泉州水防事務組合  事 務 局  堺市堺区南瓦町3-1   072-233-1101   854-8940 

 高石下水処理場   高石市高師浜丁11   072-263-5161  

 第１事業所   泉大津市汐見町98   0725-32-5491  

 泉北クリーンセンター   和泉市舞町87   0725-41-2030  

 泉北環境 

 整備施設 

 組合  第３事業所(し尿処理場)   高石市取石6-2-15   072-271-0384  

 日本放送協会大阪放送局  報 道 部  大阪市中央区大手前4-1-20   06-6941-0431      838-0 

 泉北西部農業協同組合   泉大津市寿町6-33   0725-21-4121  

 高石市漁業協同組合   高石市高師浜2-12-25   072-261-1791  

 高石商工会議所   高石市綾園2-6-10   072-264-1888  

 そ 

 の 

 他 

 行 

 政 

 機 

 関 

 (社)大阪府トラック協会  輸送安全部  大阪市城東区鴨野西2-11-2   06-6965-4000      873-0 

 

 

 

 


